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委 託 名 橋りょう点検業務委託（その１） 

委 託 概 要 橋りょう点検 ２２橋 

 

 

 当該委託箇所は、「位置図」のとおりです。 

 

 当該点検施設は、「橋りょう点検業務委託（その１）点検対象橋りょう一覧表」のと

おりです。 

 

 

【概要】 

  

 本業務は、相模原市が管理する橋りょう（２２橋）を点検する業務です。 

 

 業務内容の詳細は、「橋りょう点検業務委託（その１）特記仕様書」のとおりです。 

 

 定期点検記録様式その 1～５、９～１３とその６～８は同時進行での作成を想定し

ています。 

 

鉄道に架かる４橋（姥坂跨線橋、ひのき陸橋、新古淵陸橋、原当麻陸橋）において、

鉄道事業者が点検する範囲は「鉄道点検範囲図」とし、鉄道点検範囲図以外について

は本委託で点検します。 

鉄道事業者が点検を行う範囲の点検調書（定期点検記録様式その１～５、９～１３）

は鉄道事業者で作成しますが、本委託で鉄道点検範囲を含めた橋梁全体についての定

期点検記録様式その６～８の作成および、鉄道事業者が作成した点検調書を本委託成

果品へ合冊するなど取り纏めを行います。 

 

 


